
桑名市告示第240号 

桑名市若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のよう

に定める。 

令和７年10月14日 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

桑名市若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 

桑名市若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業補助金交付要綱（令和６年桑名市告示第103号）の

一部を次のように改正する。 

第７条中「とともに、申請者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする」を削り、同条に次

の１項を加える。 

２ 市長は、前項に定める補助金の交付を決定した日を申請者からの請求日とし、速やかに申請者が

指定した金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。 

第８条第１項中「前条」を「前条第１項」に改める。 

様式第１号を次のように改める。 







様式第３号を次のように改める。 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年11月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の桑名市若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業補助金交付要綱の規定

は、この告示の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例によ

る。 

 


